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す
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ŷ̂
-̂
:̂
v_-•
:-..
5?.
ン

i
a
g
t
t

■
■T{
p

—

i
.
w
l
v
+
:
s

卜
蓄

\
M
^
?
p

さ

•l
ll̂
i•̂
辛
今 ̂

k
.
i
J

-t
-’



.

第
f

I

卷
';

(

七〇
八

)

‘

，•

論

跳

；

.

英國
_

內
酣
裏
法
的

_

 

笫

六

蚀

.

.

二.

に
見

は
れ
セ
居
る
通
&
で

あ

る

。，

然
し
私
は

ロ
ィ
ド
；

ョV

ジ
の
軍
事
內
、開
成
立
.が
英
國
憲 

法
-上
如
何
な
る
意
義
を
有
し
て
居
る
か
と

云
ふ
こ

^
を
，少
し
く
左
に

.述
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憲
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憲
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用
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の
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的
天
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は
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あ
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內
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簡
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述
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的
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ダ
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。
此
寧
事
內
間
は
殆
ど
每
日
開

.議
し

5

ら
大
戰
に
_

ず
る
國
務
を
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ボ
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院
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あ
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あ
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內
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內
闕
に
席
を
有

y-
2
な
い
大
辟
は
、自
已
所
管
の
事

.が
間
輯
に
上
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1
•

熱
十一

卷

(

七
一
三)

.論
説
英
國
箪
褀
內
r
の
懲
抵
的
實
義
. 

第
六
號
 

六 

t*
\ィ
は
注
意
に
贫
i
.る

K
f-
r
は
從
來
の
英
帝
國
>
防

'®
員
會.(committee 

o
f 

Imperial Defence) 

は
*
分
の
內
.軍
事
_內

闕

の

，

#

に
'併
合
せ
&-
れ
.て
_

事
.內
開
.̂:
事
.

を̂

：
準

姆

じ
-
^

常
設
官
廳
と
な
つ
.没
事
.
.で
.あ
るP

.

此
の
如
く
し
て
、英
.帝

國

令

防

委

：
員

：
會

■の
#

#
は

、
內

.
開

書

記
 

官
長
の
や
5
な

地
位
.を

占
め
、四
人
の
：*
記
官
に
.補
佐
せ
ら
れ
て
、霉
*
內
問
ド
向
つ
て
決
議
を 

翦
す
る

'議
遽
を
提
供
し
、而
し

V

其
：決

5

項
を
：ば
、夫
：
.れ
く
關
.：係
あ
る
總
て
の
官

省

に

®

職 

す
る
の
職
責
に
任
ず
る
の
で
あ

る
。

次
に
ロ
ィ
ド
。ジ
ョ

,ジ
.は
自
分

メ

各
：省
と
の
間
の
連
絡 

を

圖

る

爲

、
滓
相
に
直

®
す
る
；1

官
省

を

設

け

て

其
.長
官

を

任
.命
し
た
。

出

•土

組
.ば
大

伐
繼

_
 

中
の
少
數
軍
事
內
閣

力

有
す
る
行
政
的
獅
裁
權
の
執
行
に
相
應
は

.し
き
も
の
，で
あ
る
。

ロ
ィ
ド

•ジ
ョ\

ジ
の
軍
事
內
問
の
組
織
、之
が
不
備
欠
點
を
補
足
ー

.せ
む
が
_爲

0
附
»
的
如
輿 

並
び
に
下
文
に
述
べ
ひ
と
す
る

.職

.時

^
急
要
に

.應

•む
.が
爲
•其
後
に
新
設
せ
ら
れ
た
職
時
の 

諸
官
參
等
か
一
時
的
施
設
で
あ
つ
て
其

0
多
.く
が
平
和
の
囘
復》」

共
に
^
.止
'に
.歸
す
可
き

 ̂

は
勿

■
.

で
.あ
る
が
、此
軍
事
ft
間
の
成
立

^
'共
に
、英
國
み
光
榮

*.
る
議
院
政

.

.治
が
.其
精
神
に
於 

て
消
滅
し
、英
國
が
玆
に
過
去
數
百
年
を
通
じ
て
經
驗
し
た
る
こ
と
な
き
獨
裁
政
治
の

下
に

支 

配

せ
ら 

'れ
つ

A

あ
る
事
は
、梁
ぅ

W

ら
ノ
ざ
る
事
實
で
あ
る
。

p

ょ
ぅ

_大
.戰
に
擦
.农
む
が
爲
の
一

"1I
1
II
IIi
1

I11
pIII
1
Is震
j

I ,
I

續だ

し 時
的
施
設
な
が
と
は
云
へ
、權
利
と
自
由
と
を
，生
命
：ょ
ぅ

%
貴
し
と
ず
る
英
，國
人
に
取
つ
て
殆 

ど
忍

.ぶ
可
ら
ざ
る
屈
辱
と
も
思
は
る
可
く
、英
國
憲
法
政
治
は
、正
し
く

玆

に
一
大
變
局
に

0
 
0
 

犮
の
で

&
る
。
.:
-

英
國
今
囘
の
軍

*
內
閣

k
平
時
正
規
の
內
閣
と
對
照
す
れ
ば

2
'個
の
»
著
な
る
特
色
が
見 

ゆ
る

；0(

一)

內
閣
員

.の

.著
し
く
少
數
な
る
事

(

ニ)

英
國
內
閣
制
度
，の
精
神
：と
も
云
ふ
可
き
連
帶
責

_ 

任
主
義
の
滅
却

(

三
}戰
時
の

•急
管
應
：
S

が
爲
、數
多
の
新
；官
省
；の
附
設
サ
ら
れ
た
る
事
等
で

あ
る

。
.
.
:.
; 

一
，
：
.

.

 

.

.U

ロ
ィ
ド

*
ジ
ョ\

ジ
の

®
事
內
間
は
上
述
の
如
く
、宰
相
の
外
四
人
の
大
铒
か
ら
組
織
せ
ら
れ 

て
居

.る
？
英
國
の
內
閣
制
度
創
設
以
來
此
の
如
き
少
數
內
閣
は
未
だ
曾
，て
見
ざ
る
所
で
あ
る 

.

.

.
ャ

I
 \

ス
ニ
世
の
治
世
に

.於
け
る
所
謂
キ

.
ャ
パ

,
內
間
は

.五
，人
で
あ

.つ
た
か
。是
れ
は
♦

だ 

正
の
，意

.義

^
於
け
る
內
閣
で
，は
な
か
つ
た

)

。
尤
も
內
関
員

.の
®
釋

は
*:
'
相

の

權

內

に

茌

つ
 

,

.其
火
*
:に
：別
段
©
制
限
.は
な
：い
。

即
ち
宰
相
：が
其
內
：間
員
を
：®
任
す
る
に
方
つ
て
、內
_

大 

KI
は
上
下
兩
院
の
何
れ
か
に
議
席
を
有
せ
ざ
る
，可
か
ら
ざ
る
、等
憲
法
上
の
惯
例
は
あ
る
け
れ 

 ̂

^
 

(

七ー三)

fi
-
' 

0,興
國
箪
媒
內
期
.の
憲
法
袖
意
義
，
 

集
*

K

號
' 

七

.

て 眞 ？'

為
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說
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.

第
六
,|
|

八

と
51
虬
は
政
治
的
便
宜
の
理
由
以
外
、何
等
法
律
上
の
拘
東
を
受
け
な
い

c

英
國
内
開
史
の
切 

代
に
於
て
は
王
座
裁
判
所
長

{Lord Chief Justice)

や
力
ン
タ
ー
バ
义
丨
、ョ
ー
ク
兩
大
僧
正
や
參 

歌
總
長

I

 

o
f 

?
 
0

8

1
 

I

や
、內
大
出
、恃
從
武
官
長
の
如

^
宮
內
官
ま
，で
內
閣
に
列
せ 

し
め
た

.の
で
あ
る
が
、是

‘等
の
官
吏
は
憲
法
上
の
重
大
在
る
反

.對
：.理
由

.か
ら
し
て

®
代
の
內

P
 

6は
凋
せ
し
め
な
レ

乙

^

、
な
つ
た

o
'
.
.
.

連
立

ra
肩
成
立
前
の
ア

' 
ス
ク
：ィ
ス

ft
ij
が
法
律
的
知 

謙
の
欠
乏
を
補
は
む
が
爲
、檢
事
耀
長

fフ
ヶ
ス
，ア
ィ
ザ

'
.ック
：を
內
闕
員

k

抜
擢
し
た
る
は
、
 

宰
相
の
內
間
員
選
任
權
の
自
由
な
る

.乙
ど
を
示
す
最
近
の

一

例
で
あ
る
。
前
述
の
如
く
寧
法 

上
の

.慣
伢
を
破
つ
て
、政
黨
外
の
キ
ッ
チ
ナ
丨
元
帥

^
陸
®
大
e
の
地
位
を
與
ベ
內
開
に
列
せ 

k
め
*
る
は
戰
時

.の
急
要

r
R
;應じ
た
：も
の
で
ぁ
る
け
れ
ど
、是
れ
亦

'宰
；相
の
閣
員
選
任
權
の
絕 

大
な
る
こ

S
を

^
る
適

^

に
外
な
ら
な
い

o

宰
相
は
叉
何
人
た
る
を
間
は
ず
、特
種
の
知
酿
を 

有
す
る
か
、或
は
其
他
の
现
由
か
ら
し
て
內
閥
に
對

t

有
益
な
る
輔
助
若
く
は
忠
言
を
與
へ
得 

る
S

ば
特
に
內
間
會
議

.に
召
集
す
ん

■
こ
ビ
が

出
'來
 

'る
ビ
云
ふ
主
義

.は
國
會
の
承

0し
た
る 

所
で
あ
る

。

.
'
, 

‘

、•

次
に

"

內
_

員

の

數

で

あ

る.

が
、法

律

的

に

云

へ

：
ば
、古

來

英

國

王

の

樞

密

稱

間

襄

現

今

に

て

太

v

f

l

m

i

I

I
I

f

I

約
H

ls
名)

は
總
て
內
閣
會
議
に
列
席
す
る
權
利
が
あ
ぅ
、現
今
で
も
爾
ぅ
で
あ
る
。
所
が
チ

ャ 

1\

ヌ：一一：世
の
時
、多
數
の
顧
問
官
に
國
務
を

下
問

し
て
は
秘
密
の
漏
洩
.ず
る

乙

と
を
患

a
て
、
 

少
數
の

所
謂
密
室
會

0
 (

p
cr
s)

を

關
て
重
大

な
る
政
務

を
協
議
す
る
こ
と
に
な
つ
た
の
か
英

. 

國
內
閣
制

®

の
起
原
で
ぁ
る

0

夫
れ
で
、英
國
の
內
浦
制
度
は
之
狀
參
與
す
る
人
'數
の
少
な
い 

故
を
以
て
嫉
妬
へ
の
的

,(
£

在

&
、好
農

J

I
音
か
、密
室
會
議
と
か
、惡
名
，を
以

V

呼
ば
れ
允
歷
&
を 

有V

居
る
の
で
あ
る
。
，口
ィ

I

,3
火
ジ
の

®

事
內
閣
が
ァ
ス
ク
ィ
ス
ー

.'
派

S

多
數
自
由
黨 

機
關
紙
か
ノ
ら
、其
開
員
の
沙
數
な
る
故
を
以

1:
竭
薇
を
放
た
る

 

>
は
、決
も
て
怪
む
に
足
ら
ざ
る 

次
第
で
あ
る
。

f
tの
如
く
内
：
'閣
員
は
最
初
極め

：：

て
.少
數
で
あ

o
た
の
で
あ
る
が
、內
圆
制
度
を 

略
ぼ
完
成
せ
し
め
た
ヲ
が
ボ

Iグ
が
宰
相

%
し
て
居

た

ジ
ョ

,、シ
‘
一
fc
:0
治

-I
L

に
は
六
人
乃 

至
七
人
位
で

.あ
つ
た
。
降

V

女
王
ダ

"

ク
ト

I'
リ
；
ア

治

，
世
+の
中
頃
，に
'は
十
五
.人
乃
至
十
.六
人 

に
增
加

し
た
0

5 1
,6
>
に
最

«

^
な
つ
て
、最
初
の
バ

V

フ
'ォ
ー
T

內
間
：が；

十
八
人

改
造
後
の

同 

內
間
が
十
九
人

に

*
加
し

ダ

1

へ
ン
リ
ィ

4

ャ
タ

プ
が
。

バ
ン
ナ

ァ
マ

ン
內
闕
が
十
八
人

j.

九 

〇

八
年
の

ァ

ス
ク
.ィ
ス

內
闕
が
十
八
人
で
あ
，つ
た
が
、

一
九 

一k

年
の
連
立
內
：闕
に
な
つ
て
か

. 

ら

こ
十
人
に
增
加
し
、昨
冬
芨
解
.前
に

は
、
せ
ニ
人

の
最
大
數

に

增
加

し
た
の
で
あ
る
。

所
が

M,

笫
: !
'

•

ー

卷

(

七
一
五)

論
，

說
英
國
雜
雄
内
開
の
！

.

t

法
的
意
餡
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站
十
5
 

(

七
！六)

論

.m焚

票

都

內

開

の

'鳘

的

意

籤

 

菜

虎 

一o 

等

趴
K
火
'
K
JP
長

官

か

內K

に

タ

1

る

或

j

定

の

官

職

をR
 Cabinet ofHces

と

と
»
す

る)

の

外
 

時
々
內
閣
會
議
に
列
す
る
こ
と
を
許

^
る
、
多
數
の
內
開
外
大
陪
が
あ
つ
た
。
是
專
内
開

b
 

內
タ
觥
て
の
大

E5
を
は

一.

七

'AI

一.年
頃
に
は
、各
自
の
地
位
の
輕
重
か

.ら
三
階
級
：に
區
別
し
た 

の
であ

：：

る
。(

I
)

何
等
特
別
の
；權
論
を
有
た
な
い
a
常
の
大

15
、是
れ
は

’*

も
^
鸚
で
あ
つ
た
。
 

(

一一)

稍

i
少
數
な
る
所
謂

G
I
P
.
c
l
a
t
?

T
あ
つ
：て
、閱
覽
せ
し
む
る
爲
廻
送
せ
ら
る
る 

外
交
文
書
或
技
其
他
の
，重
喪
な
る
國
務

.書
類
を
藏
し
た
る
內

_閣
文
書
凾

(

0

|

0

5

0

1
の
鍵
を 

有
つ
大
艮
の
一
圈
で
あ
る
？

,
0
3
.
マ

る

大

E
:の
一
團
で
あ
つ
て
が
閣
文
書
凾
の
鍊
を 

伊
せ
ら
れ
て
居
る
上
に

.

へ̂

ば
重
.要

な

る
私
信
を

開

封

す

る
權
利

0
如
き

、I

般

に
國
務

大

K 

{a s
e
c
l
q

 

of 

s

f興
今
に
て
は
內

務
、外
務
、

殖
民
，陸
軍
、印
度
の
五
大
臣
に
分
轄
せ
ら
る

)

に
與 

へ
ら

る

、
と
同
檨
の
權
カ
を
附
與
，せ
ら
れ
て
居
る
大
留
連
で
あ
る
。

所

が
其
後
、最

も

多

數

な
 

る
大
隘
の
團
體
は
結
局
全
然
閻
外
に
驅
逐
せ

.ら
れ
、當
然
內
閣

R
列
す

る

大

E
の
數
は

增
加

し 

て(一.1X

三)

の
钥
に
屬
す
る
大

K
の
權
威
は

*
次
同

化

す

る
R
至
つ
た
の
で
あ
る

,0
內
間
大

E3
の 

間
に
文
書
を
廻
送
す
る
こ
と
は
、今
も
尙
內
関

'文
書
凾
を
用

aて
行
は
れ
、內
關
員
は
各
自
之
が 

管
鏈
を
授
け
ら
れ
て
居

'る
？
.：

I

I
I
1I1
I

I
[|
r
P：、
fiぎ

I

f：
段I

國
務
の
朦
脹
な
共
に
行
政
の
部
局
が
殖
へ
、醇
て
之
を
統
ー
す
る
內
開

k

列
：席
す
可
き
大

K 

J

の
增
加
す
る
は
己
む
を
得
ざ
る
の
勢
で
あ
る
が
、開
員
の
多
數
は
取

h
も
直
さ
す

S
議
の

ff
i 

蕾
の
困
難
：を
意
味
す
る
。
仍
で
國
家
の
最
も

®
要
な
る
政
務
は
、自
か
ら
宰
相
^
三
四
重
要
な 

る
.圃
員

V
J

の
間
に
大
體
の
協
議

'が
遂
げ

&
れ
て
、略
ぼ
案
を
具
し
セ
一
般
の

00に
提
出
す
る 

の
倾
向
が
近
來
益

4
生
じ
て
來
た
の
で

&

つ
た
。
內
閣
內
の
內
閣

f
 er cabinet) V

J

は
即
ち
此 

の
S

で
あ
る

o
'
參
戰
後
の
ア
ス
ク
ィ
ス
內
間
に
內
間
內
の
內
閣
が
あ
つ
た
乙
ビ
は
公
然
の
秘 

密
で
あ
つ
た
。
結
局
ロ

 

Jド
Vジ
.
.ョ\

ジ
'
は
.內
間
の
主
宰

.潜
た
る
宰
相
.ま
で
も
此
の
內
間
內
の 

內
間
か
ら
除
外
せ
む
ご
し
て
、ア
ス
ク
ィ
ス
と
衝
考
す
る

.に
至

0

た
次
第
で
あ
る

0

內
照
員
の 

少
S
な
る
だ
け
間
議
を
纏
め
る
に
容
易
な
る
は

®

ふ
迄
も
な
ぐ
、戰

時

急

速

を

,*
ぶ
の
際
に
於 

<は
殊
に
爾
ぅ
で
あ
る
。
然
し
ロ
ィ
ド

*
ジ
3
水
ジ
；の
軍
事
內
間
：か

如
何

R
人
物
に

依
つ

て
爾 

員
の
數
を
限
定
す
る
必
耍
に
迨
ら

.れ
*
と
は
云
へ
：、戰
：爭
に
最
も
'大
關
係
'あ

る

陸

海®:
外

務

の
 

H

大
臣
を
間
外

に
.職
遂
し
た
を
.事
は
、
少
な
く
と
も
形
.式
0:
上
.̂-
シ
見
て
適
.當
な
る
制
.度
ビ
は 

思
は
れ

な

.
％

五
人
の
少
數
內
間
が
軍
國
の
急
要

.代
應
ず
る
爲

i

一
 
云
へ
：、衆
智
^
問
ふ
を
原

_ 

則

^
す
る
憲
法
政
治
の
精
神
に
合
致
せ

.ざ
る
や
勿
論
で
あ
る

。

.

第
十一、

卷

(

七
一
七)

論
說
英
國
軍
纖
內
照
の
謹
的
襄 

猫

六

锶

ニ

I
-

j卜>

Si!

fff.

：-s.

'■j

4
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辦
十i

潘

(

七一八)

1H

論

、
i t
-

英
國
筚
填2
:賭
の
載
法
时
意
糙

笫
六
號

ロ，ィ
ド

そ

i

の
少
數

S

內
5

產

大

I

S

S

長
？

2
g

外
S

除
し

广
る
ヵ
爲
各
的
政
賴
局
の
聯
絡
が
絕
へ
、隨

V

英
國
內

g

制
度

Q
|
g
g

た
る
述

f

ミ
セ 

義
の
ヶ
ジ
し
た
る
こ
と
は
；

^
も
此
內
間
の
缺
點
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
自
山
黨
の
機
關
雜
認 

了

シ

,
ン
は

5

「
新
政
府

s

f

る
ー
特
質
は
、

2

全

然

內

る

こ

と

是

れ

な

り

」 

ビ
の
筛
評
与
し
、

2

じv

日
へ
虜
と
云
へ
ば

、
S

せ
る

I

I

し
、又
营
の
歷
匕
こ 

於
て
、二
 

I

十
餘
年
の
發
達
を
遂
げ
た
る
一
定
の

S

を
有
す
る
。
即
ち
内
相
と
は

I

ほ 

S

下
S

S

部
？

Q

s

r

l

,

sし、實
質
上

2

?

出

H

員
傳 

に
外
な

I

s
。
即
ち

S

は
國
會
に
對
し

5

別
t

u

責
任

I

ぅ
可
き
も
の 

で
あ
る
の
に
、今
や
此
集
團
も
其
意
義
も
共
に
破
墩
せ
ら
る
、
に

¥
;
つ

た」

云

々

0

ロ
，ィ
？

 

ニ

の

S

S

が
佛

I

命

時

代

の

言

寶

會

や

一
七
九
五

年

の

執

政

常
政
府
の
如

c

、
f

i
裁
政
治

I

の
S

S

J

 

S

Sす
れ
ば
、全
然
益
に
亦

^
; 

へ
の

J

シ

ン

n

 I

槪
に
失
常
の
言
ど
は
思
は
れ
な
い
。
戰
時
國
務
を
急
速

5

 

必
® 

ら
れ
ブ

6
と
は
云
へ
炎
國
內
間
制
度
の
精

—
六

る

^

の
主
義
之
が

-
-
ノ

II..H-

W

W

8

1

S

'次

上O

爲

贫

邛

せ
ら
れ
た
る
は
、世
界
に
誇

る

可
き
光
榮
あ
る
歷
&
を
有
す
る
英
國
憲
法
政
治
に
取
っ 

て
-
a
に
隅
む
可
き
事
で
あ
る
。
英
國
人
が
今

日

の
內
閣
責
任
制

.度
を

'確
.立
し
た
る
は
過
去
數 

见
已
に
苴
っ
て

^

戰
筲
關
を
觉
ね
た
る
赐
で
あ
な
。
之
が
遨
法
上
の
意
義
を
明
が
に
す
る
爲 

吾
人
を
し
て
左
に
英
國
內
開
述
帶
貴
任
主
義
の
發
達
し
た
る
經
路
を
，简
犁
に
說
明
せ
し
め 

英
國
內
閣
の
萠
芽
は
既
に
チ
.ャ
ー
ル
ス
一
世
の
治
世
に
在
っ
た
け
れ

^
共
の
利
內

K

の 

墙
裁
を
成
す
に
至
っ
た
の
は
女
王
ァ
ン
の
時
代

®
[で
あ
っ
た
。
然
し
ク
ィ
リ
ァ
ム
三
徂
も
女 

王
ァ
ン

.
も
親
か
ら
大
咩
會
議
を
主
宰
し
た
の
で
、責
任
は
自
か
ら
國
王
に

@
せ
ざ
る
を
#
な
か 

っ
た
。

、ノ
 

ノ
ー
ヴ
ァ
ー
か
ら
出
で
、
英
國
の
王
系
を
繼
承
し
た
ジ

,
，

ノ

一
 

世
は
英
語
を
檄 

&
得
な
か
っ
た
の
で
、內
間
主
宰
の
責
任
は
當
時
最
も
有
力
で
あ

.0

た
首

§
|

大
K
サ

I

•
ロ

パ
ー 

ト
•
ヲ
レ

•ホ
ー
火
に
歸
す
る
に
至

’っ
た
。
次
ぎ
の
ジ
ョ

,ジ.ニ
世
も
矢
張
ぅ
獨
逸
人
で
あ
っ
た 

の
で

#
相
ヲ

W
。ホ
ー
ル
の
內

K]
を
統
率
す
る
地
位
は

•益

*
强
固
を
加
へ
た
の
で
あ
る
。
此
の 

如
く
偶
然
に
も
國
王
を
ば
內
閣
會
議
か
ら
排
除
し
て
'、宰
相
の
地
位
を
確
立
す
る
乙
と
を
将
た 

の
み
な
ら
ず
、ヲ\

 

•ホ
I

ル
は
又
同
主
義
恶
を
•率
ひ
て
內
間
を
紙
織
す
る
の
端
絡
を
阴
い
た
の 

で
あ
る
。
同
一
の
政
治
主
義
を
抱
け
る
人
々
を
以
て
內
開
を
組
織
す
る

^
非
れ
ば
述
«
貴
怔 

第
十一.

(

七
.一九〕

.
論

_

英
國
琢
禅
内
開
の
猫
法
的
a
翁 

第
六
挪 

一
三

I
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論
雜
英
國
取
郁
內
糊
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輝
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的
意
義

 

第
十
、
虎

l
y 

制
を
破
立
す

る
能
は
ざ
る
が
故
で

あ
る

o

然
し

ヲ
ル

ボ
ー
ル
の
時
代
迄
、大

E1
の
部
局
的
®
人 

的
貴
任
主
•_は
容
易
に
絕
滅
せ

ら
れ
な
か
つ
た
。

內
閣
述
帶
責
仞
の
制
は
何
れ
の

W
代
に

K 

立
せ
ら
れ
た
か
、精
密
に
其
時
日
を
語
る
こ

^
は
難
し
い
け
れ
ど
ノ

ー
ン
敎
授
は
一
七
八

ニ 

P

 

に
於
け
る
第
二
次

ロ 

"キ
ン
ガ
ム
內
閣
を
以
て
連
帶
責
任
及
び

內
閣

統
一
の
上
か
ら
見
*

「

最 

初
の
近
代
的
內
間

」
で.あ
る

?
謂

o

て
居
る
。
第
ニ

次

ロッキン、

ガ
ム

內
.開

は

始
め
て

「

政
策
は 

人
ビ
共
に

變

化
し
な
く
て

はならぬ

C

新
內
閣
が
國
王
の
同
意
を
經
む
士

す
る

政
策
は
、
却

街 

員
等
が
在
野
寧
で

•あ
つ
た
ビ

I

張
し
左
政
策

f

ミ
の
明
か
な
る

了
解
を

以
て」

一
_

體
ヒ 

し
て
局
に
立
つ
た
の

.で
あ
る
。

其
の
以
前
、

一
I

三年老ビット

n

 J

の
企
て
を
試 

みV
.

失
敗
し
た
。

ロ

ッ
キ
ン
ガ
ム
は

j
七
六
五
年
其
第
一
次
內
閣
を
組
織
し
た
と
き
、餘

在

く
間
員

S

觸

塞

f

臭

5

S

5

ら
れ
た
。
故
に
內
間
統

一

の
素
が
其
進
步

の
經
路

5

v

.

s

e困
f

1

し
f

 

S

明
か
で
あ
る
。
、第

,
.一次
.
ロ
ッ
キ
,ガム內 

あ
の
後
に

.於
て
も
內

K
連S

?

責
任
虫
義
が
必
ず
し
も
完
全
に
遂
：行
せ
ら
れ
：ず
、往
々
に
し
て
多

- 

少 
仅 
外
の 
內
閣
が
 
成
立 

し
た
こ
と

が

ぁ

り

た

の

で

あ

る

。

左

は

あ

れ

，
英

國

憲

'
法

中

の

此

大

主
 

義

は
•ジ

B
ン
4

丨
レ.
丨

卿

に

依

セ

、
極

め

て

明

白

」

に

說

明

せ6
れ

て

居

る0
:

界颂爾挪觸游̂视符ト35̂ ^ 1̂ 5印抓卿' 何11"11m  .......‘へ ，、 ■ • ’

通
則
ビ
し
て

.务
省
の
重
要
な
る
政
策
は

*
を
.內
閣

'全
體

■に
.及
ぼ
し
、而
し
て
隊
員
は
凡
へ
て 

進
退
を
共
に
せ
ざ
る
可
ら
ず
。
即
ち
大
藏
大

■臣
は
外
務
大
臣
の
劣
惡
.亨
る
外
交
文
書
の
爲 

に
i
を
追
は
る
可
く
、優
秀
な
る
內
務
大

Is
も
愚
劣
な
る
陸

m
大
臣
の
失
策
の
責
を
負
ぅ
可 

き
な
り

。
'內
開
は
君
主
に
對
し
て
一
體
な
る
が
如
く
、立
法
荀
に
對
し
て
も
亦
ー
胳
ナ

$
,

內
J
各
大
铒
の
意
見
は
國
主
の
前
に

も
、國
會
の
爾

.

.
に

も

、宛
か
も
一
人
の
意
見
な
る
が
如
く 

開

陳
せ
ら
る
。

內
関
は
國
主

0 .
御

前

に

於

て

'も
、又

貴

族

院

或

&
庶

民

院

に

於

て

も

單

.に
一 

體
.ビ

な

ぅ

i

言
す
。
，藉

b
其
忠
言
に
し

v

容
れ
ら
れ
ざ
ら
む

S問
題
の
輕
尊
を
考
量 

し
て
、內
間

は

總

選

擧

の

前
後
に
際
し

\し
、責

を
引
か

ざ

る

可
ら
す
。

今

B 
了 

せ
ら
る

、

r 

に
據
れ
ば
、內
間
の
第

 

一
_

は
連
帶
に
し
て
、責
任
の

分

つ
可
ら
ざ
る
事
是
れ
な

P
 

‘ 

(

J
o
g 

S

9 

rley”s Walpole pp. 

I
5
5
-
I
S

 

;

モ

l

レ
I 

wの
此

a

a
に
比

し

m
ft
一

»
21
き

桃
威

ビ

認

む
可
き

は
，卯

の

先
輩
ク

ラ

]

:

ス
•ト
ン
' が

其
著

.Gieanings

,o
f pa

s
t
y
ê
r
s

中
に
攀
べ
て
居
；る
說
^
あ

る

彼は先つ！
■ゥク
ト 

丨

リ

ァ
女
王
が
內

M

に
對
す
る
態
度

VJ、

鄉
も
同
榇
の
馏
度
を
以
て
、內

[»
も
亦
女
王
に
對
す
る 

の
で
あ
る
。‘
谷
大
冚
が
王
職
を
代
表
す
る
近
恃
の
潘
の
意
見
を
知
る
の
必
要
な
き
が
や
ぅ
に 

ャ

レ

十

一

卷

(

七
一
ニ

)

論

E

薇

*
I內
I

醫

的

義
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f 
■'し

K

竿
ー
’怨

(

七ニニ)

論
說
突
票
鄉
内

1|
の
醫
的

_
 

笫
六
號
て
ハ 

粒
、王r
も
亦
咎
大
ロ
の
個
別
の
政
見
を
知

.る
の
必
恶
は
な
い
。

.
各
大
：&
は
翁
主
の
前
に
ー
體
で 

あ
る
か
•勿
く
卷
虫
も
亦
谷
大

K

の
前
に
は
一
體
で
あ

る」

と
日
ひ
、尙

«
大
.IT
1

は

砭

れ

JI
E 

の

で

あ

る
と
同
，時
に
內

.間
，は

,一'體

で

あ
0

て
、其

_

員
.の.何
人
も
間
僚
ビ
離

れ
、或
は
實
際 

開
僚
と
反

.對
し
：で
、個
人
，と
し
.て
の
忠
言
を
す
る
こ
ぐ
し
は
出
來
な
い

」

ビ
論
じ
て
居
る
。

內
.関
連
帶
責
任
の
主
義
は
夫
れ
此

の
如
ぐ
、英
、國

の

憲

法

政

治

の

根

軸

を

成
し
て
居
る
。

ロ 

，ジ
ョ\

ジ
は

’大
藏
大

K1
以
外
の
各
，省
長
官
を
悉
皆

®
事
內
閣
か
ら
除
外
し
た
る
が

-爲
.生
.じ 

た

I
.帶
責
任
主

‘義

の

滅

却

を

防

が

む

が

、
爲

、
前

：
述

の

.如
：く

宰
相

.直
_屬
の
マ
官
省
を
設
け
て
？ 

政
各
澍
と
の
聯
絡
を
辛
ぅ
じ
て
維
持
し
や
ぅ
ビ
力
，め
て
居
る
け
れ

5

底
一
時
を
糊
塗
す
る 

繃
鏠
策
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
又
必
要
に
、應
じ
て
所
管
大
臣
を
內
関
會
議
に
列
席
せ

し

む

る

仕

 

ま
も
殊
丨
釉
時
に
際
し
て
重

©

の
行
政
部
：局
た
る
陸
海
軍
.外
務
の
三
大
臣
を
す
ら

除

外

し
て
、
 

內

ff
l
の
常
置
の
.合
議
に
加
へ
な

ぃ
か
ら

■
.

■
益
々
連
帶
寶
任

.

I
囊

5

か
る
も

の

で

あ

 

る
。

英
國
の
取
事
內
画
.成
*
, 

V」

殆
ど
時
を
同
ぅ
し
て
改

'造
せ

&:
れ
'た
る
佛
國
前
首
相
ブ
ジ
ア 

ン
の
內
間
組
織
は
、少
な
く
と
叙
形
式
上
か
ら

»
七

、，
ィ
ド
。ジ
ヲ
火
ジ
の
仕
組
れ
比
べ
て
良
處 

が

在
る
。
.
ブ
リ
ア
ン
は

,其
內
圓
を
改
造

.し
て
間
員

0
數
'を
'減
：少
す
.る
に

.方
ぅ
、軍
事
を
要
務
と

I靜掷热职r这游砂。'挪仍砰卿做許-辟做̂ ^ ^故，rて
Mi!

--.
• 

• 

. 

V 

, 

‘ 

： 

' 

. 

: 

- 

0 

.

• 

> 

: 

\ 

.
> 

' 

.
,
' 

■ 

' 

. 

■ 

.

.

' 

.
 

'
 

•
. 

.

\ 

- 

.

す
る
各
部

^
內
職
の：

基
：磷
ぢ
し
た
る
は
、正
.當
ビ
謂
，
可
き

.で、あ

.る
。
.
即
ち
ブ

yァ
ン
は
睦

»

海
联
、外
務
被
需

.及
び
大
藏
の
五
大
臣
を
以

^

內
間
を
組

.織
し

*

の
で
あ
る
：。
之
に

.
反
し
て
、ロ
 

ィ

ド>ジ

ョ
ル
ジ

の
軍
事
內
開
が
右

' 
の
'
中
唯

^

1

大
臣
を
加

.
へ
て
、他
を
悉
く
間
外
杞
排
斥
し
た 

: 

る
は
、如
何
に

'戰
拳
を
有
效
に
行
は
む
が
爲
な
ぅ
と
は
云
へ
‘到
底
人
ド

た
る
謗
を
免
る
、
乙
と
は
出
來
な
い

。

. 

‘
 

、

:
ロ，

ィ

r

ジ
ョ
グ
ジ
味
此
の

.如
く
宰
相
の

職
：.

を
ば
國
務
執

•«
の
.行
政
各
部
か
ら
殆
ど
全
く
切 

办
離
し
为
の
み
な
ら
文
彼
は
大
藏
大
隹
デ
す
ロ
ー
を
し
て
庶
民
院

^

リ

I

f

に
當
ら
し
め 

て

、
殆

ど

宰

相

.

.
の

卿

を

.も
庶
民
院
か
ら
隔
絕
せ
し
め
た
：の
で
あ
る
。"
彼
は
軍
事
會
議
爹
忙 

が
爲
即
ち

.專
心
珠
國
の
敢
務
に
當
ら
む

.が
，：
爲
、從
來
；

.の
慣
例
を
破
つ
て
下
院
：指
導

.
0
.任

務
&•
■

免 

れ
た
の
で
あ
る
こ
と
云
ふ

迄
も
な
い
が
、

元
來
宰
相
の
職
は
庶
民
院

.を
基
礎

W

し

て
存

す

る

も
 

の
と
云
ふ
原
則
か

&

見
れ
ば

^

れ
亦
甚
だ
し
い
與
例
と
去
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
喪
す
る
に
，
 

英
國
め
权
靡
は

.

.法
律
的
に
云
へ

^

*
密
院
の
委
員
會

€

あ
る
げ
れ

^
、之

^
憲
法
上
の
慣
例

'或
：
 

は
實
際
：魏

.治

0
:上
か

4

見
.れ
：：ば：

.國

#
.殊
：ド
庶
：玛 

ノ

で
あ
る
の
に

:̂
領
釉
會
，議
、即
ち
內
照
に
首
斑
た
.る
宰
相
は
他
の
多
數
の
領
秈
と
殆
ど
絕
緣
し 

-

.

;
 ̂

英
羼
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論
說
典
國
軍
祺
内
關
の
憲
法
的
意
雜 

第
六
魏 

|八

た
，る
姿
贫
る
の
^.
な
ら
ず
、兆
權
カ
の
.淵
源
た
る

■國
會

V
J

も
殆
ど
絕
緣
同
欉
と
な
つ
た
る
■
勢 

で
' 
あ
る
サ
太
戰
の
際
な
れ
成
こ
ぞ
、此
の
如
き
獨
裁
政
治
の
出
現
を
看
過
し

.た
る
な
^
谷
省
長 

官
も
、國
會
レ
、{
般
人
民
も
厫
皮
的
地
位
の
喪
失
に
甘
む
じ
て
長
く
此
输
變
^
內
簡
の
存
在
を 

忍
ば
ざ
る
や
勿
論
で
あ
る

o
.

'
四

.

ず
ィ
ド
；

ョ

X

ジ
は
戰
時
の
急
要
に

.應
せ
む
が
爲
、雷
述
の
如
く
軍
事
內
補
の
缺
陷
を
補
ふ 

機
.關
を
釋
げ
た
る
外
、數

_多
の
官
省
を
新
設
し
六
の
で
办
る
。
デ
.ヴ
ォ
ン
ボ
ー
ト
卿
を
食
料
監 

督
長
官

(Food. caBtrolier)、.

サ
ー
，ジ
ョ
セ
フ
®
マ
ク
レ
ー
を
船
舶
®

#
：長

官(shipping

n
。
ロ
ぎ
ロ
^

、
ジ 

I

。

H 

ヌ
。
> 
1

ン
ス
を

®
l&
-
.
*
;
s
.
.
g
i
n
i
s
t
e
r
; 

%
,
p
e
n
d

o-nsf.

ジ
ョ
ン
。ホ
ッ
ジ
を
勞

.働
大

FS(Minister of 

L
a
b
o
&
、

ネヴィル。チょ

ゾ

パ

I
 %
ン
を
徵
兵
總
，監

(Director

丨General of National service)

グ
ィ
*力
 

ダ

ス
P
ッ
ブ
を
石
炭
；鑛
監
督
長

：.̂(controller 0£
€
0ち̂
^ 

是
等
の 

官
省
の
多
く
は
大
戰
の
必
要
に
應
じ
て
全
然
新
設
せ
ら
れ
た
も
の
.で
あ

る

け

れ
ざ
、中

R
は
從 

來
の

.官
湛

.或
は
委
鼻
會
の
事
務
に

.屬
し
て
風

/2
0.
:
を
分

_

し

^

新
に
，
1
省
ビ
な
し
た

4

の
も 

あ
'る
o

'是
等
の
漸
設
乃
至
改
造
せ
ら
れ

.た
る
行
政
部
局
の
效
果
：は
、之
を
今
後
の
成
.績
に
徵
す

1
1
3

る
の
外
ば
な
い
の
で
あ
る
が

VF

ィ
ド

。

f
ョ
ダ

ジ
が

今
！！

施
設
し
た
る
新
行
政
.部
厨
の
試
の
中 

で
、最
も
注
意
ず
可
き
は
、帝
國
々
防
委
員
會
を
軍
事
內
間
細
に
併
合
し
て
、常
設
管
：藤

^
し
た

—

る 
1

事
で
あ
ら

5

0
荚
國

 ̂

S

民
地
が
今
次
が
大
戰
に
際
し
.て

益

Z

#
國
と
親

®
し
來
&
た 

る
事
は
、過

r
a我
が
外
務

«:
か
ジ
發
表
し

^
る
本
年
一

.一
月
開
催

.の.英
帝
國
會
議
の
報
告
に
徵
し 

て
も
之
を
察
す
る
こ
ビ
が
出
來
る
め
で
あ
る
が
戰
後
に
至
つ
て
憲
法
及
び

_
税
の
問
題
ビ

>»
: 

に
、英

.帝
，國
令
防
問
®
が
從
來
ょ
り
も
一
層
の
眞
：面
目
を
以
て

»
寒
せ
ら
る
可
き
は
極

め

て
明 

良
で
あ
る

0. 

ロ
ィ
ド
，ジ

>
ル
ジ
が
帝

國
，々

_
ぱ
：題
釭

一：
委

員

會

の

手

か
ら
內
間
：の

0厕
に

移 

し
犮
る
は

’大
に
浊
自
に
値
す

‘る
事
と
思
ふ

。
.

英
國
の
帝
國
令

»

®'
M!
.#
.

(

(r
)
o
.
m
m
i
t
t
e
e 

of Imperial 

Defence)

は
其
豳

M

は
純
然
た
：る

 

0
0 
機
關 

P

あ
つ
た
。
英
國
海
陸
軍
の

：

軍
略
は
理
論
上

.に
於
で
、も
®
も
な
る
點
に
於
て
は
實
際
上
に
於 

て
も
、此
委
員
會
の
提
議
を
基
礎
と

し

た
の
で
あ
る
。

.
此
委
員
食
の
目
的
と
す
る
所
は
、英
國
の 

海
陰
軍
並
び
に
印
度
其
他
の
各
殖
民
地
か
ら
見
た
者
英
帝
國
；々
防

.の
諸
問
題
を
硏
究
し
、各
官 

*

が
ら

|1
1'
防
上
の
材
料
を
蒐
集
し
、帝
國
宰
和
の
喪
求
す
る
文
書

•を
作
成
し
、其
の
諮
詢
は
膨
罾 

し
、永
く

‘內
照
が
參
考
に
供
す
可
き
適
當
，の
記
嫌
を
保
存
す
る
等
に
在
り
た
。
委
員
會
に
'は
常 
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英
國
取
擻
內
敝
の
懣
於
时
意
孰

第

六

碘

1
5

热
十
i
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i

y

M

/
人
の

r

佐
r

m

r

n

 

I

s四
の
部

f

分
れ

s

仕
6
幹
事(

任
期

I
)

以
下

i

の

"
ン

2

セ
I

I

ら
る

-
に
I

I

f

 

S

V

S。
而
し

S

I

會
は
一
年
六

S

5

.

S

ミ

y

t

。三

l

l

i

i

此

|

々
|

|

1

 

沖
t

 

I

I
上

げ

、恰
も

I

內
S

I

S

如
I

の

歲

」

>

1

の
I

s

歸
す
る

I

帝
f

防
委

|

か
I

輕

I f
I l

r

!

-

!

G

の
機
關

S

S

府

毫

益

.
i

l

s

l

g

i可

ざ
る
所

•で
あ
る
。

五

丨戈
ユミ
姿奪
去上

^

變
革
釔
加
一
へ
た
け
：れ
ど
、今
囘
の
軍 

之

基

す

る

.

1

國
は

I

以
到

I

 "

 

d

 

g

 

, 

a 

%

て
.
な
か
つ
穴
の
で
あ
气 

舉
內

B

の
如

く
、英
國
憲
法
の
虫
義
精
神
に
影
響
を
及
ほ
し
プ

r
て
I 

.

1
♦ 

n 

ノ 
J

の

掛

內

丨

ノ

 

I

.

 

翁

f

 

i

l
'如
く
少
数
の

英
國
は
近
世
紀
に
於
て
幾

&

ヵ

爹
外
大
丨

i 

:卜
丈
、

o
'
2。
逄

rl
'
云
ふ
迄 

1

內
f

組
織
し
て

I

政
治
に

f

も

の

美

み

？

i

な

t

ナ
是
れ
ズ

.

な
く 

>今
次
の

.戰
爭
が
空
前
の
大
戰
で
あ
る
に
因
一
る
け

'れ
ど
、
«
局

0
:進
«
と
共
に
：民
心
益
：:

•緊 

掁
し
來
ぅ
、如
何
；の
方
法
に

a

へ
て
も

a

#
の
效
果
を
增
樣
せ
し
め
：

<

最
後

.0
播
肩
を

■
せ
-む 

ビ

の
英
國
人
の
大
決
心
の
級
現
に
外
な
ら
な
い
。
前
宰
相
：ア
ス
ク

.
ス
の
所
謂

Wait and see 

policy

ょ
>
9も
、ロ
ィ
ド
。ジ
ョ
ノ
ノ
ジ
の
戰
帶
翁
行
政
策
が
英
國
朝
：野
多
«
の
養
成
を
傅
し
た
る
か 

ら
に
は
、後
蒋
が
得
意
の

.果
斷
決
行
に
依
つ
て
、迅
速
に
戰
局
を
勝
：利
に
導
く
可
き
こ
と
は
、®
人 

の
^
實
し
て

a
は
ざ
る
所
で
あ
る

P

然
^V

舊
臘
の
英
國
內

ff
l
交
迭
が
之
を
政
治
上
並
び
に
斯 

事
上
か
ら

®
察
し

V
'

 f

大
成
功
*
る
乙

ノ
レ
は
、
ロ

ィ

ド
'
ジ
ョ

Xジ
，の

'平
事
內

Is
成
立
の
報
に
谈 

し
て
、英
帝
國
の
各
部
は
勿
論

®
商
諸
國

M熱
心

.を
以
て

歡
迎
し
^
る
に
徵
し
て
も
明
白
で
あ 

る
。
然

.し
此
瑶
事
內
開
、が
當
然
其
れ
に
列
せ
し
む
可
き
陸
海
軍
外
務
の
：各
長
官
す
ら
之
を
除 

外
し
て
內
觀
連
帶
責
任
の
主
教
を
滅
却
し
穴
る
の
み

^
ら
ず
、甚
だ
し
く
行
政
各
、部
局
長
官
の 

.地
位
を
下
落
せ
し
め

^
る
こ
ビ
は
、英
國
政
府
組
織

1;
に
於
げ
る
一

 

'大
革

#

で
あ
つ
て
、憲
法
政 

治
の
精
神
か
ら
見
れ
ば
敢
て
其
の
墮
落
と
か
逆
轉
ビ
か
云
ふ
可
ら
ず
と
し
て
も
、兎
に
角
#
常 

の
變
德
ぐ
し
云
«
ね
ば
な
ら
ぬ
。

獨
，燠
諸
國
が『

英
'國
自
由
の
消
滅

/
獨
裁
政
治
：の
出
現」

等
.の
語
を 

以
て
之
を
惡
爲
し
た
る
は
、一
面
の
眞
理
を
道
破
し
た
も
の
で

^

,
こ
ビ

を
否
む

0に
は
行
か

. 

な
い
。
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